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１．はじめに 

前報では地方公共団体の行う居住支援施策の概況を整

理した。ただし、居住支援を効率的に展開していくため

には地方公共団体のみでは困難であり、ＮＰＯ、社会福

祉法人等の居住支援を行う団体との連携が不可欠にある。 
ここでは、現在、そして今後居住支援施策を展開する

上で連携の対象となる民間非営利団体の概況を把握する

ため、現在居住支援ないしはそれに類する活動を行う団

体を抽出し、その活動内容、地方公共団体との連携の状

況等について整理する。 
 

２．調査手法 

居住支援を行う団体を把握するため、前報に示す調査

手法を用い、市区が把握する居住支援団体の支援対象、

支援内容及び組織の規模、支援の有無等の団体の基礎的

な情報の提供を求めた。調査の実施時期は 2006 年 11 月

～2007 年１月で、120 団体に関する情報の回答を得た。 

 

３．居住支援団体の概況 

３－１ 居住支援団体の法人格 

地方公共団体が把握する居住支援団体の約４割が、社

会福祉法人及びＮＰＯ法人となっており、これら２つの

類型で全体の８割弱を占めている。公社、建築センター

等の外郭団体を含む公益法人は５％強に留まり、居住支

援の担い手としての役割は小さい。 
 

３－２居住支援団体の活動地域 

把握された居住支援活動団体の地域を見ると、「近畿」

で最も多く 30.8％、ついで「中部地方」の 15.8％となっ

ている。その他の地方における居住支援団体の割合は低

く、地方間で団体の成立・認知の状況に差が見られる。

また、「政令市＋特別区」で活動するものが 1/4 を占める。 

 
４．居住支援活動の内容 

４－１ 居住支援の対象 

把握された居住支援団体の支援対象は、「精神障害者」

48.3％、「身体障害者」44.2％、「知的障害者」43.3％と、 

障害者を主な対象とするものが多く、次いで「高齢者」

を対象とする団体が 38.3％となっている。 

最も多く把握されている社会福祉法人（48 団体）の支援

対象は、「精神障害者」が 70.8％、「知的障害者」が

66.7％、「身体障害者」が 58.3％を占め、障害者の居住支

援を行うものが多い。ＮＰＯ法人（46 団体）では、「高齢

者」を対象とするものが多く、45.7％を占めている。次

いで、各種障害者を対象とする団体が続き、高齢者及び 
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図１ 居住支援団体の法人格 
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図２ 居住支援団体の活動地域 
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図３ 居住支援団体の対象 
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各種障害者を対象として活動が展開されている。 

公益法人（財団法人、社団法人等：７団体）では、「外

国人」57.1％となっており、外郭団体等としての基盤を

活かした広域な支援活動を展開していると想定される。

医療法人（３団体）では、「精神障害者」を中心として活

動を展開している。任意団体（11 団体）では、「外国人」

63.6％、「ＤＶ被害者」36.4％となっており、法人団体が

対象としない世帯に対して活動を展開する傾向にある。 

 
４－２ 居住支援の内容 

把握された居住支援団体の支援内容は、「契約手続き等

の立会い」が 45.0％、「トラブルの対応」が 45.0％、「入

居後の電話相談」が 39.2％となっており、主に契約時、

入居後にわたる調整等の支援が提供されている。 

支援内容を支援対象別に見ると、高齢者では、「生活保

護費等の金銭管理」が 32.6％と多く、年金等の管理代行

が多く行われている。次いで、「契約手続き等の立会い」

が 30.4％、「トラブルの対応」が 26.1％となっている。 

障害者関係では、「契約手続き等の立会い」「トラブル

の対応」「緊急時の対応」「入居後の電話相談」等の契約

時の支援及び入居後の相談等の対応が行われている。 

外国人では、「通訳派遣」、「トラブルの対応」、「生活ル

ール・市場慣行等の説明」と、言語の違いに起因する問

題に対応した支援が多く行われている。 

小さい子どものいる世帯や、一人親世帯、ＤＶ被害者

では、「入居後の電話相談」「トラブルの対応」「契約手続

き等の立会い」が共通して多く行われている。特に、Ｄ 
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Ｖ被害者については、シェルターの運営等が見られる。 
ホームレス自立支援施設退所者では、「緊急時の対応」、

「生活保護費等の金銭管理」、「契約手続き等の立会い」、

「不動産店の紹介」、「入居後の電話相談」、「トラブルの

対応」と、幅広い支援が行われている。 
 

５．居住支援団体の活動基盤 

５－１ 居住支援団体の活動資金 

居住支援団体の年間活動費は、「1000 万円以上」とする

ものが 34.2％と、資金力のある団体の占める割合が高い。 

そのうち、ＮＰＯ法人及び任意団体では資金規模の小

さな団体が多い一方で、社会福祉法人、医療法人では資

金規模が大きくなり、社会福祉法人では、「1000 万円以

上」が 50.0％を占めている。 

 

５－２ 地方公共団体による団体への支援 

居住支援団体に対する地方公共団体の支援の有無を見

ると、「活動費の補助助成」が 31.7％、「事務所や活動場

所の提供・貸与」が 9.2％となっている。 

ＮＰＯ法人では、「活動費の補助助成」が 28.3％、「調

査費委託」が 4.3％、「事務所や活動場所の提供・貸与」

が 4.3％となっており、活動費助成を受けるものの割合が

高くなっている。社会福祉法人においても同様の傾向と

なっており、「活動費の補助助成」33.3％、「事務所や活

動場所の提供・貸与」14.6％と、活動の基盤の安定に向

けた支援が多いが、その他のうち、業務委託を受注する

団体も多く見られ、福祉施策を中心として地方公共団体

との連携体制が構築される傾向にある。 

 

６．総括 

現在、居住支援は高齢者や障害者を中心に幅広い内容

で展開される傾向にある。ただし、これらの支援を行う

団体は限られており、今後一層普及していくためには、

これらの活動がビジネスとして位置づけられていくこと

が必要である。また、地方公共団体もこれらの団体と連

携し、他の政策目的と関連付けながら、支援の重要性を

明確にしていくことが求められる。 
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